
函館市保育所地域活動事業運営費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，保育所が多様化する保育需要により積極的に対応するとともに， 

地域に開かれた社会資源として，保育所の有する専門的機能を地域住民のために活 

用することが要請されていることから，保育所における地域の需要に応じた幅広い 

活動を推進するために実施する保育所地域活動事業に関し，函館市補助金等交付規 

則（昭和６２年函館市規則第４３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか， 

必要な事項を定め，もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（実施施設） 

第２条 この事業の実施施設は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条 

に規定する保育所（保育所型認定こども園を除く。）で，かつ保育需要の多様化に 

十分対応ができる熱意と健全な運営実績を有する保育所において実施することがで 

きるものとする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，地域交

流事業とし，その内容は，保育所入所児童と地域の住民とが行事，製作，遊び等を

通じて交流を行う事業とする。 

（事業の実施方法） 

第４条 前条に定める補助対象事業は，その計画が，定期的かつ継続的内容であるこ 

とを原則とする。 

２ 補助対象事業は，保育所が地域に最も密着した保育の専門施設として地域に貢献 

する観点から，保育所入所児童のほか，地域住民の福祉向上のために実施するもの 

とする。 

（状況報告） 

第５条 市長は，当該事業の実施状況に関し，必要に応じ保育所長に報告を求め，ま 

たは調査することができる。 

（補助対象額および補助金の額） 

第６条 第３条に定める補助対象事業に要する費用のうち，１保育所あたりの補助対 

象額は，２０万円以内の実支出額とする。 

２ 補助金の額は，前項の補助対象額の２分の１以内の額を予算の範囲内で交付する 

ものとする。 

（補助金の交付申請に係る添付書類） 

第７条  補助金の交付申請に係る添付書類は，規則第７条に定めるもののほか，保育 

所地域活動実施計画書（別記第１号様式）とする。 

（補助金の変更申請に係る添付書類） 

第８条 補助金の変更申請に係る添付書類は，規則第９条に定めるもののほか，前条 

に掲げる書類とする。 

（補助事業の実績報告に係る添付書類等） 



第９条 補助事業の実績報告に係る添付書類は，規則第１７条に定めるもののほか， 

保育所地域活動事業実績書（別記第２号様式）とし，さらに行事を実施した際の写 

真および参加者アンケート結果等を添付しなければならない。 

（仕入控除税額の報告等） 

第10条 補助事業完了後に，消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税

および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額０円の場合も含

む。）は，別記第３号様式により，速やかに市長に報告しなければならない。また，

報告があった結果，補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には，当該

仕入控除税額を市に納付しなければならない。 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか，保育所地域活動事業について必要な事項は別 

に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は，平成１０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成１１年６月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

 



 

別記第 1号様式（第７条関係） 

 

保 育 所 地 域 活 動 事 業 実 施 計 画 書 

 
 

保育所名  

事  業  の  内  容 保育所支出予定額の内訳 

  

 



別記第２号様式（第９条関係）

項目 支出日

円

(開催）

実施場所

※補助対象経費に係る支出を確認することのできる書類（領収書等）またはその写しを添付すること

0

実 支 出 額 の 内 訳 書

合　計

件名

保育所名　

実施年月日 内容（講座名・テーマ等）
（役職等）

参加者状況 備考
講師名

備考支出額

保育所地域活動事業実績書



別記第３号様式（第１０条関係） 

                         年  月  日 

 

 函 館 市 長 

 

            補助事業者 法 人 名     

                  代表者名 

 

    年度消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

     年  月  日函  指令交付決定を受けた    年度函館

市保育所地域活動事業運営費補助金に係る消費税および地方消費税に係る

仕入控除税額については，次のとおり報告します。 

 

１ 施設の名称 

 

 

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）第１５条の規定による確定額または事業実績報告による精算

額 

金              円 

 

３ 消費税および地方消費税の申告により確定した消費税および地方消費

税に係る仕入控除税額（市補助金返還相当額） 

金              円 

 

４ 添付書類 

（１）積算内訳報告書 

（２）課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合，控除対象仕入税額等の計算書（写し） 


